
令和５年度  事業報告 

 

Ⅰ 事業の期間 

令和５年４月 1日 ～ 令和６年３月３１日 

 

Ⅱ 事業の成果（特定非営利活動に係る事業） 

 １ 権利擁護相談事業 

   本年度も高齢者や障がい者の支援に携わる地域の支援機関や病院、施設、当事者及

び家族等から多くの相談を受けました。 

   当法人はこれまで高齢者だけでなく、知的障がいや精神障がいがある方々の支援に

注力してきた経過があることから、障がい関係の支援機関や病院等から多くの相談が

寄せられました【図表 1】。 

   相談内容も成年後見人等の依頼のみならず、成年後見制度に関する質問、ご本人を

取り巻く環境や生活上の課題、当事者の権利侵害に関する相談、当事者や家族が抱え

る悩みの相談等と幅広く、成年後見制度の活用だけでなく、介護・福祉サービスや他

制度の紹介、より専門的な内容であれば弁護士等を紹介するといった対応を実施しま

した。引き続き、地域における社会資源の一つとして、その役割を果たしてきたと考

えています。 

 

【図表 1】令和５年度 相談受付件数 

区 分 相談者 
成年後見 

制度関連 

生活上の 

課題等 
その他 計 

高齢関係 
支援機関・病院等 7 1 1 9 

一般 1 1  2 

障がい関係 
支援機関・病院等 14 2 2 18 

一般 4 3  7 

合 計 26 7 3 36 

 

２ 後見人等受任業務ならびに被後見人等に対する支援事業 

① 一般社団法人権利擁護なにわの設立 

現在、当法人は 150 件を超える成年後見人等を受任していますが、今なお「権利 

擁護たかつきに受任してほしい」という依頼が多く寄せられています。地域のニー

ズに応える法人後見のあり方と受任件数の適正化を検討する中で、特に大阪南部に

おけるニーズに応え、後見支援をより広く届けるため、新しい法人を生み出すこと



とし、令和 6年 3月 23日に開催した臨時総会にて、一般社団法人権利擁護なにわ

の設立が承認されました。 

 

② 本年度における後見活動実績 

本年度の後見活動実績は【図表 2】のとおりです。 

新規受任は 12 件でした【図表 3】。昨年度に比べ大幅に件数が増えましたが、

今後 2～3 年をかけて受任ケースを一般社団法人権利擁護なにわへ移管していくこ

とを予定しているためです。 

現在受任しているケースにつきましては、ご本人の財産管理はもとより法人の各

担当者がご本人に寄り添いながら後見活動を行いました。新しい生活の場の設定や

遺産相続に関する問題、精神症状の悪化や権利侵害を受けた事案などについては、

委員会にて議論を重ね、構成メンバーの専門性、豊富な知識や経験に基づいたアド

バイスを受けながら、方針決定や問題解決に向けた取り組みを実施しました。 

 

 

【図表 2】後見活動実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後見受任件数（2024年3月31日現在）

後見支援の種類

①業務支援受託 総数 2名

②共同後見支援（板垣弁護士・事務局高岡） 総数 3名

③法人後見支援 総数 149名

④任意後見支援 総数 1名

計 155名

⑤終了事案（死亡80名､辞任10名､取消1名､
契約終了11名､類型変更6名）

総数 108名

総計 263名

人数



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 3】後見等受任件数推移表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）2022年度データ

後見受任件数（2023年3月31日現在）

後見支援の種類

①業務支援受託 総数 3名

②共同後見支援（板垣弁護士・事務局高岡） 総数 3名

③法人後見支援 総数 143名

④任意後見支援 総数 1名

計 150名

⑤終了事案（死亡73名､辞任10名､取消1名､
契約終了11名､類型変更6名）

総数 101名

総計 251名

人数



３ 成年後見制度における研修企画、講師派遣事業 

① 研修会等への講師派遣 

本年度は、地域の社会福祉法人や行政機関からの依頼を受け 6 件の講師派遣があ

りました。以前のように、当事者やその家族に成年後見制度の内容やしくみを説明

するというよりは、障がい者の人権や虐待防止等をテーマとし、支援機関や事業所

のスタッフを対象とした研修会が多かった印象です。 

 

② 市町村の中核機関受託に関する取り組み 

摂津市から中核機関の一部機能を受託し 2 年目を迎えた本年度は、市民向けの研

修会及び個別相談会、成年後見制度啓発ポスターの作成を実施しました【図表 4】。 

研修会については、市民が参加しやすいよう土曜や日曜にも開催日を設定し、具

体的な事例を紹介しながら後見事務の実際や後見人等が対応できないこと等につい

て講演しました。個別相談会も同様に休日にも実施日を設け、当事者や家族が抱え

る課題や悩みを伺い、成年後見制度の利用をより身近に現実的なものとして考えて

いただく機会を提供しました。 

 

③ 一般財団法人後見あしすと-アルファと連携した法人運営 

本年度も「四天王寺大学との共同研究～主体性を支える支援ツールの研究開発～」

及び「後見利用者支援基金からの後見人等の報酬助成」において、一般財団法人後

見あしすと-アルファと連携しながら法人運営を行いました。 

また、大阪府下で成年後見活動を実施している団体が集まり、令和 5 年 10 月に

大阪法人後見協議会が発足しました。当法人も協議会に参加し、発足記念大会なら

びに意思決定支援研究発表会に参加しました。 

 

【図表 4】摂津市での研修会の様子 

 



 【図表 5】摂津市 成年後見制度啓発ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 事業の実施状況 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

① 権利擁護相談事業 

【内  容】 

高齢者や障がい者に関わる地域の支援機関や病院、施設、当事者及び家族等か

ら相談を受け、成年後見制度の活用や福祉サービス等の利用を提案しました。 

【実施場所】 

      権利擁護たかつき事務所、相談者の自宅や病院、施設等 

    【実施日時】 

      毎日（土日祝を除くが場合によっては実施）午前 9：00～午後 6：00 

    【対 象 者】 

      高齢者及び障がい者、当事者家族や関係機関 

    【収  益】 

      ０円 

    【費  用】 

      191千円（人件費、旅費交通費、通信運搬費、雑費） 

 

② 後見人等受任業務ならびに被後見人等に対する支援事業 

【内  容】 

法人として成年後見人等を 12件受任しました。相談内容によっては、弁護士、

司法書士に申立て事務や後見人等の受任を依頼しました。 

委員会については不成立はなく、６回開催することができました。当法人が受

任するケースの課題検討、支援方針の決定を行い、その方針に従って事務局スタ

ッフやサポーターが対応しました。 

【実施場所】 

      被後見人等の自宅及び病院、施設等、権利擁護たかつき事務所 

    【実施日時】 

      毎日（土日祝を除くが場合によっては実施）午前 9：00～午後 6：00 

      委員会は 2ヶ月に一度 午後 7：00～午後 9：00 

    【対 象 者】 

      高齢者および障がい者 

    【収  益】 

      39,006 千円（成年後見支援事業収入） 

 



    【費  用】 

      34,428 千円（人件費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、保険料、 

租税公課、委託費、雑費） 

 

③ 成年後見制度に関わる研修企画、講師派遣事業 

    【内  容】 

本年度の講師派遣については 6件でした。 

市町村から業務委託を受け、市民向けの講演会や個別相談会、成年後見制度啓

発ポスターの作成を実施しました。 

【実施場所】 

      研修を実施する施設等 

    【実施日時】 

      随時 

    【対 象 者】 

      一般市民、福祉や医療に携わる施設職員、後見人など 

    【収  益】 

      548千円（研修企画講師派遣事業収入） 

    【費  用】 

      264千円（人件費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、雑費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 社員総会の開催状況 

 

第 15回定時総会 

   日  時：令和 5年 6月 3日（土） 

場  所：当法人主たる事務所 

社員総数：31名 出席者：23名 

（うち、オンライン会議システムによる出席者数 2名 

                         委任状による出席者数12名） 

   内  容：第 1号議案 令和４年度事業報告及び活動決算承認の件 

全員異議なく承認し可決された 

第 2号議案 令和５年度事業計画及び活動予算承認の件 

              全員異議なく承認し可決された 

        第 3号議案 役員改選の件 

満場一致をもって全員再任 

 

  臨時総会 

   日  時：令和 6年 3月 23日（土） 

場  所：当法人主たる事務所 

社員総数：31名 出席者：23名 

（うち、オンライン会議システムによる出席者数2名 

                         委任状による出席者数9名） 

   内  容：第 1号議案 一般社団法人設立の件 

全員異議なく承認し可決された 

 

Ⅴ 理事会その他役員会の開催状況 

 

① 第 1回理事会   令和 5年 4月 19日（水） 

    【内容】・第１号議案 第 15回定時総会について 

         事務局から総会について概略が説明され、理事全員の承認を得た。 

 

② 第２回理事会   令和 5年 5月１7 日（水） 

    【内容】・第１号議案 第 15回定時総会について 

事務局から総会の議案（事業報告及び決算、事業計画及び予算、役員

改選）について説明がなされ、理事全員の承認を得た。 

 



③ 第３回理事会   令和 5年 7月 19 日（水） 

    【内容】・第１号議案 委員の辞任及び選任について 

         事務局から委員の交代（大山七重氏から小谷真由香氏へ）について説

明がなされ、理事全員の承認を得た。 

        ・第 2号議案 就業規則の見直しについて 

         事務局から実情に合わせた改正について説明。理事からジョブディス

クリプションを作成した方が良いという意見が出され、改めて検討し

直すこととなった。 

 

④ 第４回理事会   令和 5年 1０月 18 日（水） 

    【内容】・第１号議案 令和 5年度の収支見込みについて 

         事務局から資料に基づき説明がなされ、理事全員の承認を得た。 

        ・第 2号議案 新法人設立の件 

         事務局から一般社団法人の設立について説明。理事から新法人の組織

や人材、出資金等について詳細を検討・決定し、早急に準備を進める

必要があると意見が出され、臨時理事会を開催してさらなる検討を行

うこととなった。 

 

⑤ 臨時理事会    令和 6年 1月 10 日（水） 

    【内容】・第１号議案 新法人設立の件 

         事務局から新法人の組織や出資金、実際の運営等について説明がなさ

れ、理事全員の承認を得た。 

 

⑥ 第 5回理事会   令和 6年 2月 21日（水） 

    【内容】・第１号議案 新法人設立の件 

         新法人の設立については社員総会における承認が必要であることから、

事務局から臨時総会開催に係る概略の説明がなされ、理事全員の承認

を得た。 

        ・第 2号議案 事務局スタッフ賞与支給の件 

         事務局から令和5年度収支見込みの説明及び賞与支給について提案が

なされ、理事全員の承認を得た。 

 



 

令和 5年度 決算報告 

 

Ⅰ 令和 5 年度決算総括 

本年度の総収入は 39,671 千円となり、昨年度と比較し 1,094 千円の減収となりま

した。主な原因は、昨年度より後見報酬が減額となった利用者が一定数おり、全体的な収

入の引き下げにつながったためです。 

後見人等の報酬額は、家庭裁判所の審判により決定されますが、ご本人の財産（主に預

貯金額）の減少による報酬額の減少及び市町村の報酬助成や一般財団法人後見あしすと-

アルファの後見利用者支援基金を活用するケースが増加したことが背景にあると考えら

れます。 

一方で、総支出は 38,984千円になりました。昨年度の支出額（一般財団法人後見あ

しすと-アルファ創設に伴う寄付金支出を除く）と比較すると 2,340千円の増加ですが、

主に昨年度途中の入職者の人件費が一年分計上されたことによります。 

収入及び支出の詳細については次のとおりです。 

 

Ⅱ 収入と支出 

1 収入について 

本年度の法定後見における報酬は、144件分で 38,318千円の収入になりました。

件数の内訳は、ご本人から報酬をいただいたものが 113件、市町村の報酬助成による

ものが 23件、一般財団法人後見あしすと-アルファの基金による報酬助成が 8件でし

た。 

市町村の報酬助成においては満額助成されないケースも散見され、さらに市町村に

よっては助成の対象外となり、一般財団法人後見あしすと-アルファに報酬助成を申請

するケースが昨年度より 3 件増えました。また、年度末の報酬申立てにより、実際の

収入が次年度に繰り越されるケースが昨年度に比べ 6件増加しました。 

任意後見については、昨年度に引き続き 1件を受任しています。業務委託は 1名の

利用者が亡くなられたことで 2件となり、192千円の減収となっています。 

報酬申立件数が昨年度とほぼ変わらないのにもかかわらず全体の収入が減少したの

は、このように様々な理由が重なったためであると考えられます。 

   本年度及び過去 4年度の収入内訳は別表のとおりです【表①～⑤】。  

 

２ 支出について 

本年度の支出については、人件費 29,492 千円、事業費（人件費を除く）5,390  

千円、管理費 4,095 千円を計上しました。 

昨年度に比べ、事業費における委託費が 165千円減少しているのは、１名の利用者

が亡くなられ、1名はサポーターへの業務委託を中止したことによるものです。 

 

 

 



 

【表①】 令和 5年度収入内訳                      （円） 

後見報酬 後見支援

委託費 

講師派遣

収入 

会費 

入会金 
寄付金 

研修企画

収入 
雑収入 

法定後見 任意後見 

38,318,933 340,000 347,600 548,504 64,000 51,910 0 180 

計 39,671,127円 

※任意後見収入には、死後事務 220千円含む。 

 

【表②】 令和４年度収入内訳                      （円） 

後見報酬 後見支援

委託費 

講師派遣

収入 

会費 

入会金 
寄付金 

研修企画

収入 
雑収入 

法定後見 任意後見 

39,341,243 200,000 540,100 605,750 63,000 15,000 0 337 

計40,765,430円 

※講師派遣収入には、摂津市からの業務委託費 400千円を含む。 

 

 

【表③】 令和 3年度収入内訳                      （円） 

後見報酬 後見支援

委託費 

講師派遣

収入 

会費 

入会金 
寄付金 

研修企画

収入 
雑収入 

法定後見 任意後見 

37,152,660 410,000 1,029,600 175,240 93,000 5,097,261 0 460 

計43,958,221円 

※「法定後見」の報酬額には、後見利用者支援基金からの振替え 1,800千円を含む。 

 

 

【表④】 令和 2年度収入内訳                      （円） 

後見報酬 後見支援

委託費 

講師派遣

収入 

会費 

入会金 
寄付金 

研修企画

収入 
雑収入 

法定後見 任意後見 

37,087,155 340,000 281,600 98,240 72,000 39,243,413 0 2,910,109 

計 80,032,517円 

 

 

【表⑤】 平成 31年度収入内訳                     （円） 

後見報酬 後見支援

委託費 

講師派遣

収入 

会費 

入会金 
寄付金 

研修企画

収入 
雑収入 

法定後見 任意後見 

32,482,016 602,487 807,420 313,750 95,000 18,000 0 43 

計 34,318,716円 


